
 資料１  

特定教育・保育施設の利用定員の設定について 

 

１ 子ども・子育て支援法に基づく確認制度 

 ○ 平成 27年４月から施行された子ども・子育て支援新制度においては、子ども・

子育て支援法に基づき、給付の実施主体である市が、認可を受けた教育・保育施

設（保育所、幼稚園、認定こども園）や地域型保育事業（小規模保育、事業所内

保育など）の設置者・事業者からの申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、

給付認定区分ごとの利用定員を定めた上で、給付の対象となることを確認し、給

付費（委託費）を支払うことになる。 

 

２ 焼津市子ども・子育て会議からの意見聴取 

 ○ 子ども・子育て支援法では、新たに市が給付の対象として施設・事業を確認す

る際に、子ども・子育て会議において、教育・保育施設及び地域型保育事業の

「利用定員の設定」に関して、意見を聴くこととされている。 

  （根拠法令等） 

   ・焼津市子ども・子育て会議条例第２条第１号 

・子ども・子育て支援法第 31条第２項、第 77条第１項各号 

【※子ども・子育て支援法 抜粋】 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 （略） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとす

るときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置

している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者そ

の他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

３ 利用定員の設定 

 （1） 利用定員は、認可定員に一致させることを基本としつつ、認可定員を超えな

い範囲内で、地域の需要等を踏まえて設定する必要がある。 

 （2） 「認可」を受けた施設・事業が給付（公費支給）の対象となるためには、市

から「確認」を受けなければならない。 

 （3） 子どもの受入れや給付費の支給は、認可定員ではなく、利用定員に基づいて

行われる。 

 

 

 



 

４． 利用定員を設定する施設について 

〇地域型保育事業所 

令和８年４月から利用定員を変更 

（あいキッズランド焼津西園） 

施設名
所在地

設置者名

0歳 1歳 2歳
（変更前）認可定員 5 5 5 15

（変更前）利用定員 5 5 5 15

（変更後）認可定員 6 6 7 19

（変更後）利用定員 6 6 7 19

あいキッズランド焼津西園
焼津市塩津201-23

あいキッズランド株式会社 代表取締役 小澤澄子
号認定

合計

 

 

〇幼稚園 

令和８年４月から幼稚園（私学助成）から幼稚園（施設型給付）へ移行予定 

（まどか幼稚園） 

施設名
所在地

設置者名

3歳(※) 4歳 5歳
認可定員 100 105 105 310

利用定員 50 35 35 120

まどか幼稚園
焼津市田尻北1223-2

学校法人まどか学園　理事長　橋ケ谷斎
1号認定

合計

 

※３歳の利用定員には、満３歳児クラスの 15人を含む 

 

（すみれ台幼稚園） 

施設名
所在地

設置者名

3歳 4歳 5歳
認可定員 25 30 30 85

利用定員 6 7 7 20

すみれ台幼稚園
焼津市すみれ台1-25-1

学校法人まどか学園　理事長　橋ケ谷斎
1号認定

合計

 


